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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つ以上の半導体光素子を含む複数の発光モジュールと、
　前記複数の発光モジュールのいずれかの一側面に対向する支持体と、
　上面および下面が開放されるものであり、前記支持体の両側面に一端部が摺動結合する
側面フレームと、前記側面フレームの他端部を連結する連結フレームとを含む外枠フレー
ムと、
　を含み、
　前記発光モジュールの全体が前記外枠フレームの内側に位置し、前記上面または前記下
面から当該外枠フレームの外側に前記半導体光素子の光が放出されるように、前記発光モ
ジュールの両端が前記側面フレーム側で支持されることを特徴とする光半導体照明装置。
【請求項２】
　前記支持体には、電源供給装置が収納され、
　前記発光モジュールは、前記電源供給装置から電力が供給されることを特徴とする請求
項１に記載の光半導体照明装置。
【請求項３】
　前記外枠フレームは、前記側面フレームの内側に設けられ内側面に鍔部が備えられた側
面ブラケットをさらに含み、前記発光モジュールの両端は前記鍔部に支持されることを特
徴とする請求項１または請求項２に記載の光半導体照明装置。
【請求項４】
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　前記側面フレームは、前記支持体の両側面に突出された固定用のバーと対応する形状の
第２溝が長さ方向に沿って形成されることを特徴とする請求項３に記載の光半導体照明装
置。
【請求項５】
　前記側面ブラケットは、内側面の上部側に長さ方向に沿って第３溝が形成されて内側面
の下部側に前記鍔部が形成され、外側面に前記第２溝と対応する固定バーを形成して前記
側面フレームと結合されることを特徴とする請求項４に記載の光半導体照明装置。
【請求項６】
　前記連結フレームは、前記固定バーと前記第２溝とが形成する結合空間に対応する形状
の固定片が両端部から夫々突出されたことを特徴とする請求項５に記載の光半導体照明装
置。
【請求項７】
　両端部が前記外枠フレームの対向する面に夫々固定され、前記外枠フレームに内蔵され
て前記発光モジュールの両側端を夫々固定する固定プレートをさらに含むことを特徴とす
る請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の光半導体照明装置。
【請求項８】
　前記発光モジュールは、前記固定プレートの間に一つ以上の行をなして配置されること
を特徴とする請求項７に記載の光半導体照明装置。
【請求項９】
　前記発光モジュールは、同じサイズと形状のものが前記ハウジングに一つ以上並んで配
置されることを特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれかに記載の光半導体照明装置。
【請求項１０】
　前記発光モジュールは、前記固定プレートと平行に複数配置されることを特徴とする請
求項９に記載の光半導体照明装置。
【請求項１１】
　前記発光モジュールの上側を覆って前記外枠フレームに両端部が結合されるカバーがさ
らに備えられることを特徴とする請求項１乃至請求項１０のいずれかに記載の光半導体照
明装置。
【請求項１２】
　前記発光モジュールの上側を覆って前記外枠フレームに両端部が結合されるカバーがさ
らに備えられ、
　前記カバーは、
　前記発光モジュールの上側を覆うプレートと、
　前記プレートの両端部から延在し、前記外枠フレームに向かって折り曲げられる連結片
と、
　前記連結片の端部から延在し、前記第３溝と結合される係止フックと、を含むことを特
徴とする請求項５または請求項６に記載の光半導体照明装置。
【請求項１３】
　前記カバーは、
　前記プレートと前記連結片との連結部位に沿って内側に突出された補強リブをさらに含
むことを特徴とする請求項１２に記載の光半導体照明装置。
【請求項１４】
　前記カバーは、
　前記連結片の下部側に段差状に形成され、上端部が前記外枠フレームの上側の端部に載
置される段差部をさらに含み、
　前記係止フックは前記段差部の下端部に形成されることを特徴とする請求項１２に記載
の光半導体照明装置。
【請求項１５】
　前記補強リブは、
　前記プレートと前記連結片との連結部位から突出される本体と、
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　前記本体の長さ方向に沿って内側に切開され、前記本体の中心部で円柱状に形成されて
、前記連結片の弾性変形によって拡張または縮小される空洞部と、を含むことを特徴とす
る請求項１３に記載の光半導体照明装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光半導体照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
ＬＥＤなどの光半導体は、白熱灯や蛍光灯に比べ、少ない電力消費量、長い使用寿命、優
れた耐久性はもちろん、遥かに高い輝度を有するため、最近、照明用として広く脚光を浴
びている部品の一つである。
【０００３】
特に、このような光半導体を光源として用いた照明装置は、最近室外の景観照明用や保安
用などでも活用されているため、製品の組立及び施工が便利でなければならず、大気中に
露出して用いる製品であるため、防水性の維持とともに、漏電及び感電事故に対する対策
を講じることも重要な問題である。
【０００４】
また、このような光半導体を光源として用いた照明装置は、故障や誤作動が発生した時に
、部品の入れ替え及び修理を直ちに行うことができる構造を有しなければならない。
【０００５】
ここで、このような光半導体を光源として用いた照明装置は、ワット数の増減に伴って上
記モジュール形態の製品数もともに増減するが、複数の製品が内蔵される場合、製品毎に
故障が発生した時などに、照明装置を全体的に分解してさらに組み立てる不便を甘受する
しかない。
【０００６】
また、このような光半導体を光源として用いた照明装置は、放熱性能の向上のためにヒー
トシンクが装着され、放熱効果を奏するために、通常、大気中に露出する形態を有してい
る。しかし、高い所に止まる習性を有する鳥類の排泄物がヒートシンクを汚染させ、見栄
えも悪くなるという問題もあった。
【０００７】
一方、工場灯、街灯または保安灯のように高い光出力が要求される照明装置として、ＬＥ
Ｄなどの半導体光素子を光源として用いる照明装置が多く利用されており、このような照
明装置は、半導体光素子を含む発光モジュールの発光動作時に多くの熱が伴われる。
【０００８】
このような照明装置を具現するにあたり、電源供給装置からの主電力線から複数の発光モ
ジュールに電力線を分配するためのディストリビュータがさらに要求される。
【０００９】
上記のようなディストリビュータは、一側に主電力線と連結されるディストリビュータ本
体を含まなければならず、そのディストリビュータ本体から延びた複数の分配線が要求さ
れる。
【００１０】
従って、このようなディストリビュータは、ディストリビュータ本体から複数の分配線が
分岐されて引き出される構造を有しており、その分配される位置での分配線の防水問題が
注目されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
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【特許文献１】韓国実用新案登録第２０－０４４３１１０号（２００９年０１月０５日）
【特許文献２】韓国実用新案公開第２０－２０１０－０００７７２９号（２０１０年０７
月３０日）
【特許文献３】韓国特許公開第１０－２０１１－００９１３９７号（２０１１年０８月１
１日）
【特許文献４】韓国特許公開第１０－２０１１－００９２９０７号（２０１１年０８月１
８日）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
本発明は上記のような観点に鑑みてなされたものであって、点検及び補修の便宜を図るこ
とができ、分離及び締結が簡単であるだけでなく、防水性及び耐久性に優れており、かつ
漏電及び感電事故が防止できる光半導体照明装置を提供することをその目的とする。
【００１３】
また、本発明は、放熱性能が向上された光半導体照明装置を提供することをその目的とす
る。
【００１４】
また、本発明は、異物の流入を防止し、掃除及びメンテナンスが容易な光半導体照明装置
を提供することをその目的とする。
【００１５】
また、本発明は、主電力線の電力を複数の発光モジュールに確実に提供することができる
光半導体照明装置を提供することをその目的とする。
【００１６】
さらに、本発明は、内蔵される電源供給装置のサイズと形状に関わらず空間活用及び製品
の信頼性を確保することができる光半導体照明装置を提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
上記のような目的を果たすための本発明によると、少なくとも一つ以上の半導体光素子を
含む発光モジュールと、発光モジュールの少なくとも一つ以上の一側面を囲むハウジング
と、を含むことを特徴とする光半導体照明装置が提供される。
【００１８】
ここで、ハウジングは複数に分離可能であることを特徴とする。
【００１９】
この際、発光モジュールは、半導体光素子を含んでハウジングに配置されるヒートシンク
部と、ヒートシンク部と結合される光学カバーと、を含むことを特徴とする。
【００２０】
また、ハウジングは、発光モジュールの少なくとも一つ以上の一側面を囲む外枠フレーム
を含むことを特徴とする。
【００２１】
また、ハウジングは、外枠フレームが摺動結合される支持体をさらに含むことを特徴とす
る。
【００２２】
また、ハウジングは、両端部が外枠フレームの対向する面に夫々固定され、外枠フレーム
に内蔵されて発光モジュールの両側端を夫々固定する固定プレートをさらに含むことを特
徴とする。
【００２３】
また、発光モジュールは、固定プレートの間に一つ以上の行と列をなして配置されること
を特徴とする。
【００２４】
また、ヒートシンク部は、少なくとも一つ以上の半導体光素子が形成された放熱プレート
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と、放熱プレートの一面に形成された多数の放熱フィンと、を含むことを特徴とする。
【００２５】
また、ヒートシンク部は、少なくとも一つ以上の半導体光素子が形成された放熱プレート
と、放熱プレート上に配列された多数の放熱薄板と、多数の放熱薄板を貫通して放熱プレ
ートと連結され、内部流路を形成するヒートパイプと、を含むことを特徴とする。
【００２６】
また、ヒートシンク部は、放熱プレートから突出される一対の隔壁により形成される配線
通路を含むことを特徴とする。
【００２７】
また、ヒートシンク部は、配線通路を形成する放熱プレート上に装着され、半導体光素子
と電気的に連結される接続端子をさらに含むことを特徴とする。
【００２８】
また、ヒートシンク部は、一対の隔壁の対向する面に夫々凹陥した第１溝と、第１溝に両
端部が着脱結合され、配線通路の下側を覆う補助カバーと、をさらに含むことを特徴とす
る。
【００２９】
また、ヒートシンク部と隣接したヒートシンク部夫々の接続端子は、夫々着脱可能なコネ
クタで互いに連結されることを特徴とする。
【００３０】
また、発光モジュールは、同じサイズと形状のものがハウジングに一つ以上並んで配置さ
れることを特徴とする。
【００３１】
また、発光モジュールは、固定プレートと平行に複数配置されることを特徴とする。
【００３２】
また、発光モジュールは、固定プレートと直交するように複数配置されることを特徴とす
る。
【００３３】
また、補助カバーは、隔壁の上端部に接触して配線通路を覆うカバー片と、カバー片の底
面からカバー片の長さ方向に沿って突出され、端部が第１溝に結合される補助フックと、
を含むことを特徴とする。
【００３４】
また、補助カバーは、複数配置されたヒートシンク部の隔壁が形成する配線通路を覆うよ
うに、隔壁の上端部に接触するカバー片と、カバー片の底面からカバー片の長さ方向に沿
って突出され、端部が複数の隔壁に形成された複数の第１溝と結合される補助フックと、
を含むことを特徴とする。
【００３５】
一方、ハウジングの外枠フレームは、支持体の両側面に突出された固定用のバーと対応す
る形状の第２溝が長さ方向に沿って形成される側面フレームを含むことを特徴とする。
【００３６】
ここで、外枠フレームは、内側面の上部側に長さ方向に沿って第３溝が形成されて内側面
の下部側に鍔部が形成され、外側面に第２溝と対応する固定バーを形成して側面フレーム
と結合される側面ブラケットをさらに含むことを特徴とする。
【００３７】
この際、外枠フレームは、固定バーと第２溝とが形成する結合空間に対応する形状の固定
片が両端部から夫々突出された連結フレームをさらに含むことを特徴とする。
【００３８】
また、発光モジュールの上側を覆って外枠フレームに両端部が結合されるカバーがさらに
備えられることを特徴とする。
【００３９】
ここで、カバーは、発光モジュールの上側を覆うプレートと、プレートの両端部から延在
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しれ、外枠フレームに向かって折り曲げられる連結片と、連結片の端部から延在し、第３
溝と結合される係止フックと、を含むことを特徴とする。
【００４０】
この際、カバーは、プレートと連結片との連結部位に沿って内側に突出された補強リブを
さらに含むことを特徴とする。
【００４１】
また、カバーは、連結片の下部側に段差状に形成され、上端部が外枠フレームの上側端に
載置される段差部をさらに含み、係止フックは段差部の下端部に形成されることを特徴と
する。
【００４２】
また、補強リブは、プレートと連結片との連結部位から突出される本体と、本体の長さ方
向に沿って内側に切開され、本体の中心部で円柱状に形成されて、連結片の弾性変形によ
って拡張または縮小される空洞部と、を含むことを特徴とする。
【００４３】
また、発光モジュールと隣接した発光モジュールまたは最外側の発光モジュールとハウジ
ングが夫々離隔して配置されることを特徴とする。
【００４４】
一方、本発明の他の実施例によるハウジングは、発光モジュールの上側を覆うように両端
部が形状変形を許容しながらハウジングの対向する端部に夫々着脱結合されるカバーと、
カバーに形成され、発光モジュールから発生する熱を排出するベントユニットと、をさら
に含むことを特徴とする。
【００４５】
ここで、カバーは、発光モジュールの上側を覆うプレートの両端部から延在し、ハウジン
グに向かって折り曲げられて互いに対面しながら近接または離隔する弾性変形を許容する
連結片と、連結片の端部から延在し、ハウジングの内側面の上部側と着脱結合される係止
フックと、を含み、ベントユニットはプレートに形成されることを特徴とする。
【００４６】
この際、プレートには、ハウジングに内蔵された複数の発光モジュールの配置方向に対応
するように形成される複数の溝をさらに含み、ベントユニットは溝と隣接した溝の間に形
成されることを特徴とする。
【００４７】
また、ベントユニットは、発光モジュールの配置方向に沿ってプレートを貫通するように
等間隔に形成されたベントホールを含むことを特徴とする。
【００４８】
また、ベントホールは、発光モジュールから突出されて等間隔に配置される複数の放熱フ
ィンと平行にスリット状にプレートを貫通することを特徴とする。
【００４９】
また、ベントホールは、発光モジュールから突出されて等間隔に配置される複数の放熱フ
ィンと直交するようにスリット状にプレートを貫通することを特徴とする。
【００５０】
また、ベントホールは、発光モジュールに含まれた半導体光素子が配置される位置に対応
するように貫通されることを特徴とする。
【００５１】
また、ベントユニットは、ベントホールの一側端からプレートの上側に延在してベントホ
ールの上側を覆って、他側には排出口が備えられたベントガイドをさらに含むことを特徴
とする。
【００５２】
また、ベントガイドの排出口側の端はベントホールの他側端から鉛直上方に延在した仮想
の直線上に配置されることを特徴とする。
【００５３】
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また、ベントガイドの排出口側の端はベントホールの他側端から鉛直上方に延在した仮想
の直線を通ってベントホールの他側端の周辺のプレートまで延在することを特徴とする。
【００５４】
また、ベントユニットは、発光モジュールの上側を覆うカバーのプレートに貫通された複
数のベントホールを含むことを特徴とする。
【００５５】
一方、本発明のさらに他の実施例による光半導体照明装置は、主電力線から受けた電力を
発光モジュールに分配するためのディストリビュータをさらに含むことを特徴とする。
【００５６】
ここで、ディストリビュータは、一側で主電力線と連結されたディストリビュータ本体と
、ディストリビュータ本体の他側から所定長さで延在したケーブルジャケットと、ディス
トリビュータ本体から引き出され、ケーブルジャケットを通過して、複数の発光モジュー
ル夫々に接続される複数の分配ケーブルと、を含むことを特徴とする。
【００５７】
この際、ディストリビュータ本体は、主電力線及び分配ケーブルと連結される端子及び端
子と連結された電力分配回路を含む電力分配ＰＣＢと、電力分配 ＰＣＢを全体的に覆う
ように形成されたモールディング部と、を含むことを特徴とする。
【００５８】
また、ケーブルジャケットは、モールディング部の内部からモールディング部の外部に出
されて延在していることを特徴とする。
【００５９】
また、ハウジングは、隔壁によって主空間から分離された補助空間を含み、ディストリビ
ュータ本体は補助空間に位置して、ケーブルジャケットは隔壁を通って主空間内に延在し
、分配ケーブルは主空間内でケーブルジャケットから分岐されたことを特徴とする。
【００６０】
また、ケーブルジャケットは、隔壁に設けられたケーブルグランドに組み立てられたこと
を特徴とする。
【００６１】
また、複数の発光モジュールは後方にヒートシンクを含み、ヒートシンクは、分配ケーブ
ルのうち少なくとも一つが位置する通路と、通路の周辺に形成された放熱フィンと、を含
むことを特徴とする。
【００６２】
また、複数の発光モジュールは互いに並んで配置され、通路が連続的に連結されることを
特徴とする。
【００６３】
また、分配ケーブルは長さが異なることを特徴とする。
【００６４】
また、ディストリビュータは主電力線と連結されるＳＭＰＳから直流電力の供給を受け、
ＳＭＰＳはハウジングの内部に位置することを特徴とする。
【００６５】
また、ディストリビュータは主電力線と連結されるＳＭＰＳから直流電力の供給を受け、
ＳＭＰＳはハウジングの外部に位置することを特徴とする。
【００６６】
一方、本発明のさらに他の実施例によると、ハウジングは、支持体の内面に形成された一
対のレールと、レールの上側に配置される電源供給装置（以下「ＳＭＰＳ」）と、両端部
が一対のレールに沿って往復し、ＳＭＰＳを固定するブラケットと、を含むことを特徴と
する。
【００６７】
ここで、ハウジングは、一対のレールの間に配置され、ＳＭＰＳが載せられる載置鍔をさ
らに含むことを特徴とする。
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【００６８】
この際、レールは、載置鍔の両側端に沿って形成されることを特徴とする。
【００６９】
また、ブラケットは、ＳＭＰＳの上面に接触する第１片と、第１片の両端部から夫々延在
した第２片と、第２片の端部から夫々延在してレールに接触する第３片と、を含むことを
特徴とする。
【００７０】
また、ハウジングは、支持体の内面に形成され、ＳＭＰＳの一端部の両側を固定する固定
具をさらに含むことを特徴とする。
【００７１】
また、ブラケットは、第１片に着脱結合され、ＳＭＰＳの上面に接触または離隔される少
なくとも一つ以上のボルトをさらに含むことを特徴とする。
【００７２】
また、固定具は、支持体の内面に着脱結合され、ＳＭＰＳの一端部の両側に夫々形成され
た切欠き部の形状に対応する一対のブロックを含むことを特徴とする。
【００７３】
また、固定具は、支持体の内面と平行をなし、ＳＭＰＳの一端部の両側に夫々配置される
第４片と、相接する第４片の二つの端部に沿って支持体の内面側に延在し、ＳＭＰＳの一
端部の両側に接触する遮壁と、を含むことを特徴とする。
【００７４】
尚、請求範囲及び詳細な説明に記載の「半導体光素子」とは、光半導体を含むかまたは用
いる発光ダイオードチップなどを意味する。
【００７５】
このような「半導体光素子」は、上述の発光ダイオードチップを含む様々な種類の光半導
体を内部に含むパッケージレベルのものを含むといえる。
【発明の効果】
【００７６】
上記のような構成を有する本発明によると、次のような効果を奏することができる。
【００７７】
まず、本発明は、上、下面が開放され、発光モジュールの端部を囲むハウジングの上、下
方向に少なくとも一つ以上の発光モジュールが着脱結合される構造を有することにより、
分離及び締結が簡単になるだけでなく、故障や異常が発生する時に直ちに対処することが
できるため、作業者の点検及び補修の便宜を図ることができる。
【００７８】
また、本発明は、ヒートシンク部の中央に配線通路を形成し、このような配線通路に着脱
結合されて覆う補助カバーとともに、ハウジングに着脱結合され、内蔵された発光モジュ
ールの上側を覆うカバーを含む構造を有することにより、防水性及び気密性が維持される
だけでなく、漏電及び感電事故を防止することができる。
【００７９】
また、本発明は、上述の配線通路に沿ってヒートシンク部に配置された半導体光素子と互
いに着脱結合できるコネクタにより電気的連結をなして、夫々の発光モジュールもこのよ
うなコネクタにより電気的に連結されることで、複数の発光モジュールのうち何れか一つ
に故障が発生する場合にも、他の発光モジュールで十分な照明装置の機能を遂行すること
ができる。
【００８０】
また、本発明は、弾性変形を許容してハウジングに着脱結合されるカバーを含む構造を有
することにより、装置内部の点検及び補修が容易になされることができる。
【００８１】
また、本発明は、発光モジュールの上側を覆うカバーにベントユニットが備えられた構造
を有することにより、放熱性能が向上するだけでなく、異物の流入を防止し、掃除及びメ
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ンテナンスが容易になされることができる。
【００８２】
また、本発明は、防水または気密が保障されたディストリビュータ本体から一定長さ区間
が密封されてまとめられた状態で複数の分配線が引き出されて分岐されるディストリビュ
ータを採用することにより、主電力線の電力を複数の発光モジュールに確実に提供するこ
とができる。
【００８３】
また、本発明は、支持体の内面に形成された一対のレールの上側に配置されるＳＭＰＳを
固定するように、両端部が一対のレールに沿って往復するブラケットを含む構造を有する
ことにより、照明装置に内蔵されるＳＭＰＳの様々なサイズと形状に積極対応することが
できるため、汎用性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の一実施例による光半導体照明装置の分離過程を示した斜視図である。
【図２】本発明の一実施例による光半導体照明装置の分離過程を示した斜視図である。
【図３】本発明の一実施例による光半導体照明装置の全体的な構成を示した分解斜視図で
ある。
【図４】本発明の一実施例による光半導体照明装置の主要部である発光モジュールとハウ
ジングの結合関係を示した部分切開斜視図である。
【図５】本発明の一実施例による光半導体照明装置の主要部である発光モジュールのヒー
トシンク部と補助カバーを示した斜視図である。
【図６】図２のＡから見た図面である。
【図７】本発明の一実施例による光半導体照明装置の主要部である発光モジュールの上側
からカバーを分離する過程を示しており、分離前を示す概念図である。
【図８】本発明の一実施例による光半導体照明装置の主要部である発光モジュールの上側
からカバーを分離する過程を示しており、分離中を示した概念図である。
【図９】本発明の一実施例による光半導体照明装置の全体的な構造を示した斜視図である
。
【図１０】図９のＡから見た図面である。
【図１１】図１のＢ－Ｂ´線の断面概念図である。
【図１２】図１のＢ－Ｂ´線の断面概念図である。
【図１３】本発明の他の実施例による光半導体照明装置の主要部であるカバーを示した図
面である。
【図１４】本発明の他の実施例による光半導体照明装置の主要部であるカバーを示した図
面である。
【図１５】本発明の他の実施例による光半導体照明装置の主要部であるカバーを示した図
面である。
【図１６】発光モジュールの後方が見られるように、ハウジングのカバーを省略した状態
の照明装置を図示した平面図である。
【図１７】図１６に図示されたディストリビュータの一部を切開して図示した部分切開図
である。
【図１８】本発明の他の実施例による照明装置を説明するための概念図である。
【図１９】本発明の一実施例による光半導体照明装置の主要部であるブラケットとＳＭＰ
Ｓの結合関係を示した概念図である。
【図２０】図１９のＸから見た断面概念図である。
【図２１】本発明の様々な実施例による光半導体照明装置の主要部である固定具にＳＭＰ
Ｓが結合された状態を示した部分分解斜視図である。
【図２２】本発明の様々な実施例による光半導体照明装置の主要部である固定具にＳＭＰ
Ｓが結合された状態を示した部分分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
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【００８５】
以下、添付図面を参照して本発明の好ましい実施例について説明する。
【００８６】
図１及び図２は本発明の一実施例による光半導体照明装置の分離過程を示した斜視図であ
り、図３は本発明の一実施例による光半導体照明装置の全体的な構成を示した分解斜視図
であり、図４は本発明の一実施例による光半導体照明装置の主要部である発光モジュール
とハウジングの結合関係を示した部分切開斜視図である。
【００８７】
本発明による光半導体照明装置は、図示されたように、半導体光素子３００を含む少なく
とも一つ以上の発光モジュール１００が装着され、上、下面が開放されて発光モジュール
１００の端部を囲むハウジング２００を含むことができる。
【００８８】
従って、発光モジュール１００に異常が発生したり作動しなかったりした場合、ハウジン
グ２００の上、下方向に着脱結合される発光モジュール１００の構造的特性のため、作業
者は装置全体を分解する必要がなく、当該発光モジュール１００のみをハウジング２００
から分離すればよい。
【００８９】
発光モジュール１００の分解過程について簡略に説明すると、図１のように、後述するカ
バー２４０をハウジング２００から分離した後、後述する固定プレート２３０の間に配置
された少なくとも一つ以上の発光モジュール１００のうち故障または誤作動のものを図２
のようにハウジング２００から分離することにより、ハウジング２００を含む装置全体を
分解する必要がなく、簡単な修理及び入れ替えが可能となる。
【００９０】
本発明において、上記のような実施例が適用されることができ、次のような様々な実施例
が適用されることもできるということは勿論である。
【００９１】
参考として、図５は本発明の一実施例による光半導体照明装置の主要部である発光モジュ
ールのヒートシンク部と補助カバーを示した斜視図であり、図６は図２のＡから見た図面
である。また、図７及び図８は本発明の一実施例による光半導体照明装置の主要部である
発光モジュールの上側からカバーを分離する過程を示しており、図７は分離前を、図８は
分離中を夫々示した概念図である。
【００９２】
まず、発光モジュール１００は、上述のように半導体光素子３００を含むものであり、ヒ
ートシンク部１１０に光学カバー１２０が結合された構造を有する。
【００９３】
ここで、発光モジュール１００は、図示されたように、同じサイズと形状のものがハウジ
ング２００に一つ以上並んで配置される実施例が適用されることができ、特に図示してい
ないが、一つ以上の行と列をなしてハウジング２００に配置される実施例が適用されるこ
ともできるということは勿論である。
【００９４】
また、発光モジュール１００は、図示されたように、同じサイズと形状のものがハウジン
グ２００に一つ以上並んで配置される際に、発光モジュール１００と隣接した発光モジュ
ール１００との間、または最外側の発光モジュール１００とハウジング２００との間が夫
々一定程度の間隔を維持して配置されるようにすることで、換気及び放熱の効果を奏する
こともできる。
【００９５】
ヒートシンク部１１０は、半導体光素子３００が配置され、ハウジング２００の内側面の
下部側に載置されて、半導体光素子３００から発生する熱を排出させるためのものである
。光学カバー１２０は、ヒートシンク部１１０の端部に沿って着脱結合されるものであり
、半導体光素子３００を保護し、光拡散の機能もさらに遂行することができる。



(11) JP 5384716 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

【００９６】
ヒートシンク部１１０は、放熱プレート１１２上に放熱フィン１１４が突出され、放熱フ
ィン１１４が突出された放熱プレート１１２の中間に配線通路１１６が形成されており、
半導体光素子３００と電気的に連結される接続端子１１８が、配線通路１１６を形成する
部分の放熱プレート１１２上に形成された構造を有する。
【００９７】
即ち、放熱プレート１１２は、半導体光素子３００が配置され、両端部がハウジング２０
０に載置されて、光学カバー１２０が結合される部材である。
【００９８】
放熱フィン１１４は、放熱プレート１１２の両端部から中間部に向かって放熱プレート１
１２上に複数に突出形成されて、伝熱面積を増加させることにより、放熱効果を奏するた
めの部材である。
【００９９】
放熱フィン１１４は、図示されたように単純な平板状のものを等間隔に配置する構造の他
に、様々な形状のものを様々なパターンに放熱プレート１１２上に配置するなどの応用及
び変形設計ができるということは、当業者において自明であるため、追加的な説明は省略
する。
【０１００】
配線通路１１６は、具体的には、放熱プレート１１２の中間部から突出される一対の隔壁
１１５、１１５により形成される部分であり、接続端子１１８は、配線通路１１６を形成
する放熱プレート１１２上に装着され、半導体光素子３００と電気的に連結される部材で
ある。
【０１０１】
ここで、配線通路１１６は図面で放熱プレート１１２の中間に形成されることで図示され
ているが、様々な照明装置の種類及び内部構造によって、必ずしも放熱プレート１１２の
中間に配置される必要はない。
【０１０２】
ここで、ヒートシンク部１１０は、図示されたようにハウジング２００に複数に装着され
ることができ、ハウジング２００の外部電源（不図示）と接続端子１１８は互いに電気的
に連結される。この際、ヒートシンク部１１０と隣接したヒートシンク部１１０夫々の接
続端子１１８は、図６のように夫々着脱可能なコネクタ１１７により互いに連結されるこ
とが好ましい。
【０１０３】
例えば、三列に配置された発光モジュール１００のうち一つの発光モジュール１００に異
常が発生した場合（図２参照）、当該発光モジュール１００のみを除去し、他の両側の発
光モジュール１００夫々に形成されたコネクタ１１７を互いに連結してハウジング２００
の外部電源と連結する作業を施すことにより、新しい部品を入れ替えるまでの応急処置が
可能となる。
【０１０４】
また、ヒートシンク部１１０には、配線通路１１６に沿って配置された電線及びコネクタ
１１７に水気などが浸透して発生する漏電及び感電事故などを防止するために、一対の隔
壁１１５、１１５の対向する面に夫々凹陥した第１溝１１５´、１１５´に両端部が着脱
結合され、配線通路１１６の下側を覆う補助カバー１３０が備えられることが好ましい。
【０１０５】
より具体的には、補助カバー１３０は、隔壁１１５、１１５の上端部の端部に接触して配
線通路１１６を覆うカバー片１３２の底面からカバー片１３２の長さ方向に沿って補助フ
ック１３４、１３４が突出されており、補助フック１３４、１３４の端部が第１溝１１５
´、１１５´に結合される構造を有する。
【０１０６】
また、補助カバー１３０は、複数配置されたヒートシンク部１１０の隔壁１１５、１１５
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が形成する配線通路１１６を覆うように、隔壁１１５、１１５の上端部の端部の長さに対
応するようにカバー片１３２を製作して、複数の発光モジュール１００の管理が可能とな
る。
【０１０７】
また、ヒートシンク部１１０は、特に図示していないが、放熱プレート１１２上に多数の
放熱薄板を配列し、このような放熱薄板と放熱プレート１１２とを互いに連通するヒート
パイプを備えることにより、放熱効果をさらに高める構造の実施例を適用することもでき
るということは勿論である。
【０１０８】
一方、ハウジング２００は、上述のように発光モジュール１００の端部を囲むものであり
、支持体２２０の両側に結合された外枠フレーム２１０が形成する内部空間を横切って配
置される固定プレート２３０の間に発光モジュール１００が少なくとも一つ以上配置され
る構造を有することを把握することができる。
【０１０９】
即ち、外枠フレーム２１０は、発光モジュール１００の端部を囲む隔壁の役割をするもの
であり、支持体２２０は、外枠フレーム２１０が摺動結合され、外部電源と連結されるも
のである。また、固定プレート２３０は、両端部の端部が外枠フレーム２１０の対向する
面に夫々固定され、外枠フレーム２１０に内蔵されて、発光モジュール１００の両側端を
夫々固定する部材である。
【０１１０】
図示されたように、固定プレート２３０には複数の孔２３１を形成して、伝熱面積を増加
させることにより、ハウジング２００の内部の熱排出を図ることができる。
【０１１１】
一方、ハウジング２００の外枠フレーム２１０の構造について、図４の切開部を参照して
より詳細に説明すると、支持体２２０の両側に側面フレーム２１２が摺動結合され、側面
フレーム２１２の内側に側面ブラケット２１４も摺動結合されており、側面フレーム２１
２と側面ブラケット２１４とが形成する結合空間Ｃに連結フレーム２１６の両端部が結合
されてなる構造を有することを把握することができる。
【０１１２】
即ち、側面フレーム２１２には、支持体２２０の両側面に突出された固定用のバー２２１
に対応する形状の第２溝２１１が長さ方向に沿って形成され、第２溝２１１がバー２２１
に摺動して支持体２２０に固定される部材である。
【０１１３】
また、側面ブラケット２１４は、バー２２１の形状に対応する固定バー２１４ａ、２１４
ｂが外側面に突出され、内側面の上部側には長さ方向に沿って第３溝２１４ｃが形成され
ており、内側面の下部側に発光モジュール１００の端部が載置される鍔部２１４ｄが備え
られて、固定バー２１４ａ、２１４ｂが第２溝２１１に摺動して側面フレーム２１２に固
定される部材である。
【０１１４】
また、連結フレーム２１６は、固定バー２１４ａ、２１４ｂと第２溝２１１とが形成する
結合空間Ｃに対応する形状の固定片２１６ａ、２１６ｂが両端部から夫々突出され、支持
体２２０の両側面に夫々結合された側面フレーム２１２の端部を互いに連結する部材であ
る。
【０１１５】
従って、このような外枠フレーム２１０の結合構造は、上述したように、各構成部材、即
ち、側面フレーム２１２と側面ブラケット２１４及び連結フレーム２１６が摺動結合され
てなる外枠フレーム２１０の内側からボルトなどの締結具が結合されるようにすることで
、美観の維持とともに錆発生及びクラックなどの欠陥を防止することができる。
【０１１６】
ここで、固定バー２１４ａ、２１４ｂは、側面ブラケット２１４の上、下側に夫々突出さ
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れ、上側の固定バー２１４ａは上向きに傾斜して形成され、下側の固定バー２１４ｂは下
向きに傾斜して形成されることが好ましい。
【０１１７】
この際、側面フレーム２１２の第２溝２１１も、このような上、下側の固定バー２１４ａ
、２１４ｂの形状に対応するようにすることで、外枠フレーム２１０自体の強固な締結力
を維持するとともに、外枠フレーム２１０の開放された上、下方向の垂直荷重と剪断応力
及び衝撃に対する耐久性も維持することができる。
【０１１８】
また、固定バー２１４ａ、２１４ｂと第２溝２１１とが形成する結合空間Ｃには、構造的
強度をさらに向上させるために、側面ブラケット２１４から突出された第１支持突起２１
３ａと、側面フレーム２１２から突出された第２支持突起２１３ｂとが互いに接触して結
合空間Ｃを二分し、固定片２１６ａ、２１６ｂは二分された結合空間Ｃの形状に対応する
ことが好ましい。
【０１１９】
また、外枠フレーム２１０には、発光モジュール１００を保護するために第３溝２１４ｃ
に両端部が着脱結合され、発光モジュール１００の上側を覆うカバー２４０が装着される
ことができる。
【０１２０】
従って、カバー２４０は、外枠フレーム２１０の開放された上、下側に対して上、下方向
に着脱結合されることができる。
【０１２１】
より詳細には、カバー２４０は、発光モジュール１００の上側を覆うプレート２４２の両
端部から延在し、外枠フレーム２１０に向かって折り曲げられた連結片２４４と、連結片
２４４の端部から延在して第３溝２１４ｃに着脱結合される係止フック２４６と、を含む
構造を有する。
【０１２２】
即ち、カバー２４０は、プレート２４２の両端部から延在した連結片２４４夫々が互いに
接近または離隔する弾性変形を許容することにより、分離及び締結による便宜を図ること
ができる。
【０１２３】
また、カバー２４０は、連結片２４４の下部側に段差状に形成され、上端部が外枠フレー
ム２１０の上側の端部に載置される段差部２４３をさらに含み、係止フック２４６は段差
部２４３の下端部に形成されることが好ましい。
【０１２４】
段差部２４３は、連結片２４４が、弾性変形を許容しながらも、ハウジング２００、即ち
、外枠フレーム２１０の上側の端部に正確に載置されるようにすることで、カバー２４０
がハウジング２００に正確に結合されるようにする位置決めを容易にするための技術的手
段である。
【０１２５】
また、カバー２４０は、上述の段差部２４３とともに、プレート２４２と連結片２４４と
の連結部位に沿って内側に突出された補強リブ２５０をさらに含むことが好ましい。
【０１２６】
第３溝２１４ｃは、連結片２４４が、弾性変形を許容しながらも、ハウジング２００、即
ち、外枠フレーム２１０の端部、より詳細には、側面ブラケット２１４の上側の端部に正
確に載置されるようにすることで、カバー２４０がハウジング２００に正確に結合される
ようにする位置決めを容易にするための技術的手段である。
【０１２７】
補強リブ２５０は、プレート２４２に対する連結片２４４の繰り返し弾性変形に耐久性を
維持するようにする役割をするとともに、固定プレート２３０との結合空間を提供する。
【０１２８】
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即ち、補強リブ２５０の両端部は、発光モジュール１００の両側端を夫々固定しながらハ
ウジング２００に内蔵される固定プレート２３０にボルトなどの締結具により着脱結合さ
れる。
【０１２９】
また、係止フック２４６は段差部２４３の下端部に形成され、係止フック２４６から段差
部２４３までの距離は、側面ブラケット２１４の上端部の端部から第３溝２１４ｃまでの
距離に相応する。
【０１３０】
より具体的には、補強リブ２５０は、プレート２４２と連結片２４４との連結部位から突
出される本体２５２の長さ方向に沿って内側に切開され、本体２５２の中心部で円柱状に
形成された空洞部２５４を含む。
【０１３１】
この際、本体２５２は、連結片２４４の弾性変形によって空洞部２５４の拡張または縮小
を許容する。
【０１３２】
従って、カバー２４０を分離するために、作業者が図７のように透明の矢印方向に力を加
えると、図８のように、発光モジュール１００の上側にカバー２４０が容易に分離される
ことができる。
【０１３３】
尚、上述のようなカバー２４０の分離方法の他にも、特に図示していないが、作業者がカ
バー２４０の両側からほぼ同時に力を加えて、発光モジュール１００の上側にカバー２４
０を分離するなどの実施例を適用することもできるということは勿論である。
【０１３４】
一方、本発明による光半導体照明装置は、図９に示すように、半導体光素子５００（図１
１参照）を含む発光モジュール１００がハウジング２００に少なくとも一つ以上装着され
、発光モジュール１００の上側を覆うようにカバー３００の両端部が形状変形を許容しな
がらハウジング２００の対向する端部に夫々着脱結合されて、カバー３００にはベントユ
ニット４００が形成されて発光モジュール１００から発生する熱を排出させる構造を有す
ることを把握することができる。
【０１３５】
従って、作業者がカバー３００の一側から僅かな力を加えても、形状変形を許容するカバ
ー３００の構造的特性により、ハウジング２００から容易に分離することができる。
【０１３６】
また、ベントユニット４００は、異物の流入を防止するとともに、放熱性能を向上させる
ことができる。
【０１３７】
本発明は上記のような実施例を適用することができ、次のような様々な実施例を適用する
こともできるということは勿論である。
【０１３８】
まず、発光モジュール１００は、図面の切開部分のように半導体光素子５００を含むヒー
トシンク部１１０を光学カバー１２０が覆う構造を有する。
【０１３９】
ハウジング２００は、上述したように、発光モジュール１００が内蔵されるものであり、
側面フレーム２１２と固定プレート２３０との間に発光モジュール１００が装着され、第
３溝２１４ｃに後述するカバー３００の両端部が着脱結合される。
【０１４０】
側面フレーム２１２は、発光モジュール１００の端部を囲む隔壁の役割をする部材である
。
【０１４１】
第３溝２１４ｃは、側面フレーム２１２の内側面の上部側に、カバー３００の両端部と対



(15) JP 5384716 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

応するように形成される。
【０１４２】
固定プレート２３０は、第３溝２１４ｃの形成方向に直交するように側面フレーム２１２
に内蔵され、発光モジュール１００の両側端を夫々固定する。
【０１４３】
図示されたように、固定プレート２３０には多数の孔を形成して、伝熱面積を増加させる
ことにより、ハウジング２００内部の放熱効果を高めることができる。
【０１４４】
従って、カバー３００の両側の端部は側面フレーム２１２の上側に露出された固定プレー
ト２３０の対向する端部に沿って接触される構造を有する。
【０１４５】
ここで、ハウジング２００には、上端部にカバー３００が着脱結合される第３溝２１４ｃ
が形成され、下端部に発光モジュール１００の端部が載置されて側面フレーム２１２の内
側面に結合される側面ブラケット２１４がさらに備えられることが好ましい。
【０１４６】
一方、カバー３００は、上述のように発光モジュール１００の上側を覆うものであり、図
１０のように、発光モジュール１００の上側を覆うプレート３１０の両端部から連結片３
２０が延在し、ハウジング２００に向かって折り曲げられて、互いに対面しながら近接ま
たは離隔する弾性変形を許容して、連結片３２０の端部から延在し、ハウジング２００の
内側面の上部側、即ち、第３溝２１４ｃに着脱結合される係止フック３３０を含む構造を
有する。
【０１４７】
ここで、カバー３００は、連結片３２０の下部側に段差状に形成され、上端部がハウジン
グ２００の上側の端部、即ち、側面ブラケット２１４の上側の端部に載置される鍔部３２
２と、プレート３１０と連結片３２０との連結部位に沿って内側に突出された補強リブ３
４０と、をさらに含むことが好ましい。
【０１４８】
鍔部３２２は、連結片３２０が、弾性変形を許容しながらも、ハウジング２００、即ち、
側面フレーム２１２の端部、より詳細には側面ブラケット２１４の上側の端部に正確に載
置されるようにすることで、カバー３００がハウジング２００に正確に結合されるように
する位置決めを容易にするための技術的手段である。
【０１４９】
補強リブ３４０は、プレート３１０に対する連結片３２０の繰り返し弾性変形に耐久性を
維持するようにする役割をするとともに、固定プレート２３０との結合空間を提供する。
【０１５０】
即ち、補強リブ３４０の両端部は、発光モジュール１００の両側端を夫々固定しながらハ
ウジング２００に内蔵される固定プレート２３０にボルトなどの締結具により着脱結合さ
れる。また、係止フック３３０は鍔部３２２の下端部に形成され、係止フック３３０から
鍔部３２２の上端部までの距離は、側面ブラケット２１４の上端部の端部から第３溝２１
４ｃまでの距離に相応する。
【０１５１】
より具体的には、補強リブ３４０は、プレート３１０と連結片３２０との連結部位から突
出される本体３４２の長さ方向に沿って内側に切開され、本体３４２の中心部は円柱状の
空洞部３４４が形成された構造を有する。
【０１５２】
この際、本体３４２は、連結片３２０の弾性変形によって空洞部３４４の拡張または縮小
を許容する。
【０１５３】
従って、カバー３００を分離するために、作業者が図１１のように透明の矢印方向に力を
加えると、図１２のように、発光モジュール１００の上側にカバー３００が容易に分離さ
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れることができる。
【０１５４】
尚、上述のようなカバー３００の分離方法の他にも、特に図示していないが、作業者がカ
バー３００の両側からほぼ同時に力を加えて、発光モジュール１００の上側にカバー３０
０を分離するなどの実施例を適用することもできるということは勿論である。
【０１５５】
一方、カバー３００は、上述のように発光モジュール１００の上側を覆って異物の流入を
防止する役割をし、図１３のように、プレート３１０の一側に備えられた連結片３２０の
下端部からプレート３１０の他側に備えられた連結片３２０の下端部まで連結されるよう
に凹陥した溝３５０が少なくとも一つ以上備えられることが好ましい。
【０１５６】
ここで、溝３５０は、雨天時に水分の排出を誘導するための目的で活用されることもでき
るということは勿論である。
【０１５７】
この際、溝３５０は、図面に詳細に示していないが、プレート３１０の中央から両側の連
結片３２０に向かって次第に下向きに傾斜して形成されることにより、排水の効果を高め
ることができる。
【０１５８】
また、カバー３００は、特に図示していないが、排水効果を高めるために、プレート３１
０の中央から両側の連結片３２０に向かって次第に下向きに傾斜するようにプレート３１
０が折り曲げられて形成された傾斜面をさらに備えることが好ましい。
【０１５９】
一方、カバー３００には、図示されたように、発光モジュール１００から発生する熱を排
出するためのベントユニット４００がさらに備えられることが好ましい。
【０１６０】
カバー３００は、図９から図１２に図示されたように、ヒートシンク部１１０を構成する
複数の放熱フィンの配置方向に対して夫々の放熱フィンと平行にベントユニット４００、
即ち、後述するベントホール４１０を形成することができ、図１３から図１５のように、
放熱フィンと直交する方向に後述するベントホール４１０を形成するなどの実施例を適用
することもできる。
【０１６１】
参考として、曲線の矢印は空気の移動方向を示す。
【０１６２】
ここで、ベントユニット４００は、発光モジュール１００の上側を覆うカバー３００のプ
レート３１０を貫通するように等間隔に形成されたベントホール４１０（図１０の拡大部
と図１４及び図１５参照）を含む構造の実施例を適用することができる。
【０１６３】
この際、ベントホール４１０の面積はプレート３１０の面積の１～９０％範囲内で自由に
形成することができ、ベントホール４１０の配置パターンも多様に具現することができる
ということは勿論である。
【０１６４】
一方、ベントユニット４００は、図示されたように、放熱機能を有しながらも外部からの
異物の流入を遮断するために、ベントホール４１０の一側の端からプレート３１０の上側
に延在してベントホール４１０の上側を覆って、他側には排出口４２２が備えられたベン
トガイド４２０をさらに含むことが好ましい。
【０１６５】
ここで、ベントホール４１０は、図９から図１２のように、発光モジュール１００を構成
するヒートシンク部１１０から突出されて等間隔に配置される複数の放熱フィンと平行に
スリット状（図面には図示されていないが、ベントガイド４２０の形状から、幅に比べ長
さが長いスリット状であることを類推することができる）にプレート３１０を貫通する実
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施例を適用することができる。
【０１６６】
この際、ベントホール４１０は、図１２のように、半導体光素子５００が配置される位置
に対応する位置でプレート３１０を貫通する実施例を適用することができる。
【０１６７】
また、ベントホール４１０は、図１３のように、発光モジュールから突出されて等間隔に
配置される複数の放熱フィン１２２と直交するようにスリット状にプレート３１０を貫通
する実施例も適用することができる。
【０１６８】
ここで、ベントガイド４２０の排出口４２２側の端は、図１４のように、ベントホール４
１０の他側端から鉛直上方に延在した仮想の直線ｌ上に配置されるようにすることができ
る。
【０１６９】
この際、ベントガイド４２０の排出口４２２側の端は、図１５のように、ベントホール４
１０の他側端から鉛直上方に延在した仮想の直線ｌを通ってベントホール４１０の他側端
の周辺のプレート３１０まで延在した構造の実施例を適用することもできるということは
勿論である。
【０１７０】
一方、 図１６は発光モジュールの後方が見られるようにハウジングのカバーを省略した
状態で照明装置を図示した平面図であり、図１７は図１６に図示されたディストリビュー
タの一部を切開して図示した部分切開図である。
【０１７１】
本発明は、上述のような構造を含む複数の発光モジュール１００を含むことができる。
【０１７２】
図１６及び図１７のように、照明装置は、ボックス状の支持フレーム２２０とそれに結合
される外枠フレーム２１０を含む。
【０１７３】
外枠フレーム２１０の内側に複数の発光モジュール１００、１００、１００が並んで配置
される空間が提供される。
【０１７４】
支持フレーム２２０の内部には、例えば、ＳＭＰＳ（Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｍｏｄｅ　Ｐ
ｏｗｅｒ　Ｓｕｐｐｌｙ）などの電源供給装置４００（以下「ＳＭＰＳ」）が提供される
ことができる。
【０１７５】
ＳＭＰＳ４００は、支持フレーム２２０内に位置した状態で外部から引き込まれたＡＣ電
力線と連結される。
【０１７６】
各発光モジュール１００は、光が放出される側の反対側に複数の板状の放熱フィン１１８
を一体に備えるヒートシンク１１０を備える。
【０１７７】
各ヒートシンク１１０の中央には、放熱フィン１１８が形成されていないケーブル通路１
１９が形成されている。
【０１７８】
複数の発光モジュール１００夫々のケーブル通路１１９は、ヒートシンク１１０の後方で
互いに連結される。
【０１７９】
全体の発光モジュール１００のケーブル通路１１９がヒートシンク１１０の後方で全体的
に連結され、一つの長いケーブル通路を形成する。
【０１８０】
本発明の一実施例によると、ＳＭＰＳ４００の出力端子から延在した主電力線を介してＤ
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Ｃ電力の供給を受け、そのＤＣ電力を複数の発光モジュール１００に分配するディストリ
ビュータ５００が提供される。
【０１８１】
図１６及び図１７を参照すると、ディストリビュータ５００は、ディストリビュータ本体
５１０と、外部ケーブルジャケット５２０と、複数の分配ケーブル５３０ａ、５３０ｂ、
５３０ｃと、を含む。
【０１８２】
ディストリビュータ本体５１０は、一側で主電力線５０１と連結され、他側で外部ケーブ
ルジャケット５２０に一体に連結される。
【０１８３】
また、複数の分配ケーブル５３０ａ、５３０ｂ、５３０ｃは、ディストリビュータ本体５
１０の他側から引き出されるように設けられる。
【０１８４】
この際、複数の分配ケーブル５３０ａ、５３０ｂ、５３０ｃは、ディストリビュータ本体
５１０から引き出される際に、またはその前から、一定長さ区間で外部ケーブルジャケッ
ト５２０を通る。
【０１８５】
外部ケーブルジャケット５２０は、ディストリビュータ本体５１０と一体に連結された状
態で、複数の分配ケーブル５３０ａ、５３０ｂ、５３０ｃを包む。
【０１８６】
従って、複数の分配ケーブル５３０ａ、５３０ｂ、５３０ｃは、ディストリビュータ本体
５１０から一定長さ区間で外部ケーブルジャケット５２０により包まれて、外部に露出さ
れない。
【０１８７】
複数の分配ケーブル５３０ａ、５３０ｂ、５３０ｃは、互いに異なる位置に置かれた発光
モジュール１００、１００、１００に接続されるように、異なる長さを有する。
【０１８８】
発光モジュール１００、１００、１００との電気接続のために、複数の分配ケーブル５３
０ａ、５３０ｂ、５３０ｃ夫々は、末端にコネクタ５３１ａ、５３１ｂ、５３１ｃを備え
る。
【０１８９】
ディストリビュータ本体５１０は、ボックス状の支持フレーム２００の内側に位置する。
【０１９０】
外部ケーブルジャケット５２０は、ボックス状の支持フレーム２００と発光モジュール１
００の設置空間（以下、「発光モジュール空間」という）の間を区画する隔壁、本実施例
では固定プレート２３０を貫通するように配置される。
【０１９１】
隔壁の貫通孔にはケーブルグランド５０２が設けられ、外部ケーブルジャケット５２０は
ケーブルグランド５０２に組み立てられる。
【０１９２】
分配ケーブル５３０ａ、５３０ｂ、５３０ｃは、発光モジュール空間で外部ケーブルジャ
ケット５２０から引き出され、互いに異なる位置に置かれた当該発光モジュール１００、
１００、１００夫々に接続される。
【０１９３】
外部ケーブルジャケット５２０は、一定長さ区間、特に、防水が要求される環境の一定長
さ区間で、分配ケーブル５３０ａ、５３０ｂ、５３０ｃを密封構造で覆っているため、水
分の浸透による断線などの危険を予め遮断することができる。
【０１９４】
図１７のように、ディストリビュータ本体５１０は、電力分配ＰＣＢ５１１と、電力分配
ＰＣＢ５１１を全体的に覆うように形成されたモールディング部５１２と、を含む。
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【０１９５】
外部ケーブルジャケット５２０の一端部はモールディング部５１２内に位置して外部から
保護される。
【０１９６】
また、電力分配ＰＣＢ５１１は、主電力線５０１と連結される（＋）及び（－）端子と分
配ケーブル５３０ａ、５３０ｂ、５３０ｃと連結される（＋）及び（－）端子を含み、そ
れらの間には並列回路パターンが形成される。
【０１９７】
分配ケーブルは、ディストリビュータ本体５１０のモールディング部５１２内で外部ケー
ブルジャケット５２０内にまとめられる。
【０１９８】
上述したように、主電力線５０１は、外部のＡＣ電力をＤＣ電力に変換する電源供給装置
であるＳＭＰＳ４００に連結されることができる。
【０１９９】
この場合、主電力線５０１はＳＭＰＳ４００からの直流電力を複数の発光モジュールに分
配する。
【０２００】
外部ケーブルジャケット５２０は、他の部品との干渉を避けるために柔軟性を有する。
【０２０１】
外部ケーブルジャケット５２０は、例えば、支持フレーム２２０にＳＭＰＳなどの大きい
装置または部品が設けられる場合、その大きい部品との干渉を避けるために、撓曲して配
置されることができる。
【０２０２】
図１８は本発明の他の実施例による照明装置を説明するための図面である。
【０２０３】
図１６を参照して説明された上記の実施例によると、ＳＭＰＳ４００がハウジングの一部
である支持フレーム２２０内に位置する。
【０２０４】
それに比べ、本実施例による照明装置は、図１８に図示されたように、ＳＭＰＳ４００が
照明装置のハウジングの外部に位置する。
【０２０５】
ハウジングの外部のＳＭＰＳ４００によりＡＣ電力から変換されたＤＣ電力が、主電力線
５０１を介してハウジングの支持フレーム２２０内に位置したディストリビュータ５００
に供給される。
【０２０６】
その他の構成は、上記の実施例と実質的に同様であるため、重複を避けるためにその説明
を省略する。
【０２０７】
一方、本発明において、図１９から図２２のように、ハウジング２００の支持体２２０に
装着されるＳＭＰＳ６２０の様々な形状及びサイズに対応してＳＭＰＳ６２０を固定する
ようにした構造の実施例を適用することもできるということは勿論である。
【０２０８】
参照に、図１９は本発明の一実施例による光半導体照明装置の主要部であるブラケットと
ＳＭＰＳの結合関係を示した概念図であり、図２０は図１９のＸから見た断面概念図であ
り、図２１及び図２２は本発明の様々な実施例による光半導体照明装置の主要部である固
定具にＳＭＰＳが結合される状態を示した部分分解斜視図である。
【０２０９】
支持体２２０の内面には一対のレール６１０が形成され、レール６１０の上側にはＳＭＰ
Ｓ６２０が配置されて、ブラケット６３０は両端部が一対のレール６１０に沿って往復し
、ＳＭＰＳ６２０を固定する部材である。
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ここで、ハウジング２００を構成する支持体２２０には、一対のレール６１０の間に配置
され、ＳＭＰＳ６２０が載せられる載置鍔６１５をさらに含むことが好ましい。
【０２１１】
載置鍔６１５は、ＳＭＰＳ６２０が安定して配置される面積を提供するためのものである
。
【０２１２】
この際、レール６１０は、載置鍔６１５の両側の端部に沿って形成されるということは、
図２０を参照して把握することができる。
【０２１３】
一方、ブラケット６３０についてより具体的に説明すると、ＳＭＰＳ６２０の上面に接触
する第１片６３１と、第１片６３１の両端部から夫々延在した第２片６３２と、第２片６
３２の端部から夫々延在し、レール６１０に接触する第３片６３３と、を含む構造である
。
【０２１４】
また、ブラケット６３０は、ＳＭＰＳ６２０の長さに応じてレール６１０に沿って移動さ
せた後、ＳＭＰＳ６２０を確実に固定するために、第１片６３１に着脱結合されてＳＭＰ
Ｓ６２０の上面に接触または離隔される少なくとも一つ以上のボルト６３５をさらに備え
ることが好ましい。
【０２１５】
また、ハウジング２００の支持体２２０の内面に、より詳細には載置鍔６１５上に形成さ
れ、ＳＭＰＳ６２０の一端部の両側を固定する固定具６４０をさらに備えることが好まし
い。
【０２１６】
ここで、固定具６４０は、図２１のように、支持体２２０の内面に着脱結合され、ＳＭＰ
Ｓ６２０の一端部の両側に夫々形成された切欠き部６２１の形状に対応する一対のブロッ
ク６４１を含む構造を有するものを適用することができる。
【０２１７】
また、固定具６４０は、図２２のように、支持体２２０の内面と平行をなして、ＳＭＰＳ
６２０の一端部の両側に夫々配置される第４片６４４と、相接する第４片６４４の二つの
端部に沿って支持体２２０の内面側に延在し、ＳＭＰＳ６２０の一端部の両側に接触する
遮壁６４５を含む構造を有するものを適用することもできるということは勿論である。
【０２１８】
上述したように、本発明は、点検及び補修の便宜を図ることができ、分離及び締結が簡便
であるだけでなく、防水性及び耐久性に優れており、漏電及び感電事故を防止することが
できる。また、放熱性能を向上させることができ、異物の流入を防止して、掃除及びメン
テナンスが容易であり、主電力線の電力を複数の発光モジュールに確実に提供することが
できる。さらに、内蔵される電源供給装置のサイズと形状に関わらず空間活用及び製品の
信頼性を確保することができる光半導体照明装置を提供することを、基本的な技術的思想
としていることが分かる。
【０２１９】
また、本発明の基本的な技術的思想の範囲内で当該業界にて通常の知識を有する者におい
ては、他の様々な変形及び応用も可能であるということは勿論である。
【符号の説明】
【０２２０】
１００　発光モジュール
２００　ハウジング
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